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袋井市の頭文字・アルファベットの「F」を図案化し、飛躍する

文化都市と自然豊かな田園、さわやかな風、遙かな海をイメージ

し、全体で新しい市民の「和」を表現しています。 

（平成 17年６月 25日制定） 

袋井市民憲章 

わたくしたちは、豊かな自然と文化に恵まれている 

郷土に誇りをもち、人も自然も美しい健康文化都市 

をめざして、この憲章を定めます。 

   １．きまりを守り 住みよいまちをつくります 

   １．思いやりの心で人に接し 明るい家庭をきずきます 

   １．心と体をきたえ 働く喜びをわかちあいます 

   １．教養を豊かにし 文化の向上につとめます 

   １．郷土を愛し 美しい環境をつくります 

（平成 18年４月１日制定） 



は じ め に 

 

新型コロナウイルス感染症の流行により、社会のデジタル化が一層進

展し、テレワークやオンライン会議など非対面での仕事・業務が増える

とともに、ＡＩが人間になりかわって様々な業務を行う時代を迎えよう

としており、もはやデジタル技術を活用せずには、社会が成り立たない

状況とも言えます。 

しかしながら、教育の主体は、やはり「人」であります。学校において

も１人１台の学習用端末を用いた授業を行っておりますが、ＩＣＴはあ

くまでも手段であり、子どもたちに、これからの社会を「生き抜く力」を

つけさせる要は、教職員集団の力であり、地域の方々の力であります。 

また、「人生100年時代」を迎え、私たち大人も、何歳になっても学ぶ意

欲を持ち、教養を広め、文化芸術に触れることが大変重要ですが、時に

は、ＩＣＴの力を借りながらも、やはり自ら「実体験」し、「実物・ホン

モノに触れる」ことこそ、人生を豊かにする源であると言えます。 

令和４年度の教育施策については、市の「人間力のある子どもの育成」

という重点施策を踏まえ、①一貫教育の確立 ②共生共育の推進 ③生

涯学習の充実 の３つを柱として、取り組むこととしております。 

令和２年度から本格実施している幼小中一貫教育の取組を更に充実さ

せ、学校では、リアルな実体験を大切にしながら、学力や体力、不登校な

どの課題の改善に取り組むとともに、特別な支援を要する子どもたちに、

あらゆる関係機関が連携し支援を行う仕組みの構築に努めてまいります。

また、引き続き市民が文化芸術に触れる機会を提供するほか、図書館と

学校との連携を図り、子どもたちが本に親しみ、本と育つ環境の整備に

努めてまいります。 

「教育」は学校だけのものではありません。本市の強みである「市民

力」を活用し、“社会総がかり・地域総ぐるみ”の教育を進めてまいりた

いと考えておりますので、市民の皆様のお力添えをお願い申し上げます。 

袋井市教育委員会教育長  鈴木 一吉 
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１ 教育に関する政策体系図 

           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育大綱

　基本理念

　

　基本方針

総合計画

後期基本計画

　政策

　取組

　取組の

　基本方針

※市教育大綱と市総合計画後期基本計画の教育、スポーツ、文化芸術分野を体系的に結び付け、

   その総体をもって市教育振興基本計画と位置付ける。

　

（政策６）
市民がいきいきと活躍するま
ちを目指します

（政策２）
健康長寿で暮らしを楽
しむまちを目指します

（
取
組
１
）

み
ん
な
で
支
え
合
う

子
育
て
環
境
の
充
実

（
取
組
２
）

未
来
に
輝
く
若
者
の
育
成

（
取
組
５
）

誰
も
が
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
む

ま
ち
づ
く
り
の
推
進

４

ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
地
域
の
活
性
化

３

ア
ス
リ
ー
ト
の
育
成
と
ト
ッ
プ
ス
ポ
ー
ツ
に
触
れ
る
機
会
の
創
出

２

誰
も
が
気
軽
に
取
り
組
め
る
ス
ポ
ー
ツ
環
境
の
充
実

１

多
様
性
に
応
じ
た
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進

４

読
書
活
動
の
推
進
と
図
書
館
機
能
の
拡
充

３

文
化
・
芸
術
の
振
興
と
郷
土
の
歴
史
資
源
の
保
護
・
活
用

２

市
民
の
学
び
合
い
・
地
域
づ
く
り
へ
の
支
援

１

社
会
全
体
が
連
携
し
た
社
会
に
貢
献
す
る
人
づ
く
り
の
推
進

（政策１）
子どもがすこやかに育つまち
を目指します

（
取
組
２
）

教
養
豊
か
な
人
づ
く
り

（
取
組
３
）

共
生
社
会
の
確
立

４

人
権
意
識
の
向
上
と
安
全
・
安
心
な
生
活
の
確
保

３

生
活
困
窮
家
庭
の
生
活
支
援

２

国
際
交
流
・
多
文
化
共
生
の
推
進

１

男
女
共
同
参
画
と
女
性
の
活
躍
の
推
進

子育て 教育 健康 医療 福祉 スポーツ 協働 地域 歴史 文化 国際交流共生

５

質
の
高
い
教
育
環
境
の
整
備

４

子
ど
も
一
人
ひ
と
り
を
大
切
に
し
た
支
援
の
充
実

３

健
や
か
で
た
く
ま
し
い
体
を
育
む
教
育
の
推
進

２

確
か
な
学
力
を
育
む
教
育
の
推
進

１

よ
り
よ
く
生
き
る
力
の
育
成

３

す
べ
て
の
子
ど
も
の
育
ち
を
支
え
る
環
境
の
充
実

２

子
ど
も
に
と
っ
て
良
質
な
教
育
・
保
育
の
提
供

１

安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
ら
れ
る
支
援
体
制
の
充
実

～心ゆたかな人づくり～

１ 自己有用感と自己肯定感を育む

２ 自ら行動する力と他者と協働する力を身に付ける

３ 学びたい時に、誰もが学ぶことができる環境を整える

（
取
組
1
）

市
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
る

ま
ち
づ
く
り

３

市
民
活
動
の
促
進
と
交
流
・
連
携
の
機
会
の
創
出

２

多
様
な
担
い
手
に
よ
る
地
域
づ
く
り
活
動
の
充
実
・
支
援

１

自
治
会
（
連
合
会
）
活
動
の
維
持
・
促
進

心ゆたかな人：

生涯にわたって学び続ける「好奇心」あふれる人

郷土への愛着と誇りを持つ「情操」の豊かな人

こころざしをもって未来を拓く「意思」の強い人
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２ 関係事業体系図 
 

メロープラザ

月見の里学遊館

歴史的公文書の選別と保管

郷土資料館 歴史・文化遺産の広報と教育・普及活動

図書・雑誌・視聴覚資料等の収集と提供
袋井図書館

生
涯
学
習
課

文化芸術に触れる機会の提供

文化芸術に取り組む環境の整備

文化芸術活動を通した人材育成

埋蔵文化財の発掘調査・整理報告事業

歴史的資料の収集・保管・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化への対応

歴史文化館 郷土資料館・近藤記念館・浅羽記念公園の運営

 レファレンス
浅羽図書館

子どもの読書活動の推進

指定文化財の保護・助成事業

文化財の活用と周知

文化財保存団体の支援

学
校
教
育
課

社会教育の振興

不登校児童生徒の自立

学習等の支援

小学校 [12校]

中学校 [ 4校]

教育支援センター

ゆたかな心を育む教育の推進

確かな学力を育む教育の推進

健やかな体を育む教育の推進

子ども一人ひとりを大切にした支援の充実

魅力ある学校づくりの推進

大学を活かしたまちづくりの推進

放課後子ども教室事業

幼児の早期療育及び発達相談子ども早期療育支援センター

子ども支援室

青少年育成事業

教職員の資質の向上

学校生活・学習等の適応指導外国人児童生徒初期支援教室

生涯学習の推進

点検・評価の実施と結果の公表

【

第
２
次
袋
井
市
総
合
計
画
　
ま
ち
の
将
来
像
】

活
力
と
創
造
で
　
未
来
を
先
取
る
　
日
本
一
健
康
文
化
都
市

袋井市子ども・子育て支援事業計画の推進

す
こ
や
か
子
ど
も
課

保育所・幼稚園・認定こども園の運営と支援

教育・保育施設の整備と改修

各種保育事業の促進

【

袋
井
市
教
育
大
綱
】

　
心
ゆ
た
か
な
人
づ
く
り

幼稚園・保育所・認定こども園の連携と一元化

子育て支援センターの運営

中央子育て支援センター･親
子交流広場

地域子育て支援システムの推進

ふくろいﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業

笠原児童館 その他の子育て支援事業

保育所（1）

幼小中一貫教育の推進

教育行政の企画・運営・相談

教
育
企
画
課

教育委員（施策決定）の会議・秘書

教育施設の整備・営繕

教育施設整備計画の推進

学校備品等の配備

予算（学校管理費）の執行・管理

就学援助他

お
い
し
い
給
食
課

食育・地産地消の推進

食物アレルギー対応の充実

袋井学校給食センター

浅羽学校給食センター 学校給食の充実と望ましい食習慣の形成

中部学校給食センター

放課後児童クラブの充実と施設整備

幼稚園（11） 笠原児童館の運営

認定こども園（4）

育
ち
の
森

子どもに係る総合的・系統的な相談支援
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タブレットを活用した幼児教育 

遊びや体験から得られる学び 

Ⅰ 方針別主要事業 
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取組 1 みんなで支え合う子育て環境の充実 

【目的】 

家庭、地域、企業及び行政が連携・協力し、地域社会全体で子ども・子育てを支

援します。 

 

基本方針１ 安心して子どもを産み育てられる支援体制の充実                               

 

〇 子育て支援センター運営事業 

地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点を設置することにより、 

地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育 

ちを支援します。 

＜事業内容＞ 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、 

  情報の提供、助言その他の援助を行います。令和４年度からは、新たに子育てセンタ 

ーにじいろ内に子育て支援センターが開設します。 

（１）中央子育て支援センター「カンガルーのぽっけ」 

（２）親子交流広場 

（３）めいわ可睡子育て支援センター（社会福祉法人明和会） 

（地域の公共施設等に出向き開設する「出張ひろば」を含む） 

（４）袋井ハローこども園子育て支援センター（社会福祉法人愛光会） 

（５）たんぽぽ保育園子育て支援センター「チューリップ」(社会福祉法人花の園会) 

（６）ルンビニ第二保育園子育て支援センター「すくすく」（社会福祉法人三宝会） 

（７）子育てセンターにじいろ 子育て支援センター「にじいろ」 

（社会福祉法人天竜厚生会） 

 

 

 

 

 

 

 

政策 1 子どもがすこやかに育つまちを目指します 

【子育て支援センターでのイベント】 
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基本方針２ 子どもにとって良質な教育・保育の提供           

 

〇 幼小中一貫教育推進事業 

幼児教育から中学校卒業までの 12年間を通した、一貫したカリキュラム等により教 

育指導の充実を図ることで、「自立力」と「社会力」を兼ね備えた『夢を抱き、たくま 

しく次の一歩を踏み出す 15歳』を育成します。 

袋井市教育大綱に基づき、幼少期から一人ひとりの子どもの個性や意欲を尊重し、子 

どもの思考を促すことや、確かな学力を身に付けさせること、多様な考えに触れる経験 

を積ませることなどを重視した「幼小中一貫教育」をさらに推進します。 

＜事業内容＞ 

（１）学園ごとに子どもや地域の実態に合わせて、統括校長を中心にカリキュラム・ 

マネジメント（ＰＤＣＡ（編成、実施、評価、改善）サイクル）を計画的かつ組 

織的に推進します。 

（２）学園ごとに「幼小接続」や「情報発信」を担当する校長を位置づけするなど、 

学園内の推進体制を強化します。 

（３）教員の資質向上や特別支援教育など、各園（私立園を含む）や各校のニーズに 

応じた情報提供に努めることで、学園内の連携強化や情報交換の活性化を図りま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 学校・家庭間における情報デジタル化事業 

学校と家庭、地域をデジタルでつなぐ連絡システムを導入することにより、「保護者 

 の利便性向上」と「教員の働き方改革」、さらには「地域に開かれた学校」の実現を目 

指します。 
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＜事業内容＞ 

（１）連絡のデジタル化 

紙や電話で行っていた欠席連絡や健康観察報告、部活動に係る連絡などをスマー 

   トフォンアプリの操作で可能にして、保護者の利便性を向上させるとともに、教員 

が電話に応対する時間を軽減して、教員の働き方改革に繋げます。 

（２）通知のデジタル化 

全児童生徒分を印刷し配布していた学校だより、下校時刻表、給食献立表などの 

各種通知を連絡システムで一斉配信することにより、印刷や配布に要していた時間 

を削減し、教員が子どもと向き合うための時間を創出します。 

（３）情報発信の充実 

    従来のホームページによる情報発信に、連絡システムによる情報発信を掛け合わ 

   せることで、より効果的な情報発信を可能にし、地域へ開かれた学校づくりを推進 

します。 

 

 

 

 

 

 

〇 幼児教育センター事業 

公立及び私立の幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育施設を対象に、就学前教 

育の推進、幼稚園・保育所の連携と小学校への滑らかな接続の推進、教職員の質の向上 

を図ります。 

＜事業内容＞ 

（１）幼児教育アドバイザーによる訪問支援の充実 

幼稚園・保育所（園）・こども園に訪問し、園内 

の研修、特別支援教育など園のニーズに合わせて 

アドバイスや必要な情報提供を行います。 

（２）私立幼稚園・保育園・こども園との連携・ 

               協力の強化 

就学前教育・幼小接続カリキュラムの実践の 

    情報を提供するとともに、幼小中一貫校である 

学園内における公立園や小中学校との連携を強化します。 

（３）教員の資質能力を高める研修の実施 

幼児教育・保育の質の向上に向けた研修会を企画・運営し、教員が積極的に学 

べるよう内容や方法を工夫します。 

（４）幼小接続に関する調査研究 

幼児期の幼児の育ちと入学後の児童の育ちをデータ化、見える化し、継続して 

分析することで教育課題を明確にし、各園の一貫教育推進を図る手立てにつなげ 

ます。 

【園内研修での幼児教育アドバイザー 

による助言】 
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【目的のために協働して取り組む 

子供たち】 

〇 運動遊びの促進と定着 

親子が楽しめる運動遊びを促進し、幼児期の発達に応じた運動遊びを普及していきま 

す。 

＜事業内容＞ 

（１）乳幼児期における基礎体力を身に付けるために園と家庭が運動遊びを推奨し 

ます。参加会等で専門講師を招いて親子運動遊びを実施し、保護者の運動習慣へ 

の理解と定着を図ります。 

（２）放課後児童クラブの保育時間に、専門講師に 

よるスポーツ活動を取り入れます。 

（３）子育て支援センターでリズム遊びなどの運動 

遊び講習会を実施します。 

（４）運動の基礎や指導方法等について学ぶため、 

幼稚園・こども園・保育所・放課後児童クラブ 

・子育て支援センター職員を対象に、専門講師 

による運動遊び講習会を開催します。 

 

〇 幼稚園・こども園運営協議会の活用 

園、保護者、地域住民等が連携し、一体となって園児の健全育成に取り組みます。 

＜事業内容＞ 

（１）幼稚園・こども園運営協議会と連携し、地域とともにある園づくりを推奨して 

いきます。 

（２）協議会委員に園の経営方針、教育・保育活動等、園の運営について意見を求め、 

開かれた園づくりに生かしていきます。 

（３）教職員、保護者、地域の方々を対象に園評価を実施し、園運営の見直し・改善 

に活かすとともに、家庭や地域へ積極的に情報を発信していきます。 

 

〇 公立認定こども園管理運営事業・公立幼稚園管理運営事業 

袋井市の教育理念である「心ゆたかな人づくり」推進のため、計画的に施設の整備・ 

充実を図り、園児が安心、安全な園生活をおくることができるよう教育・保育環境を 

整えます。 

＜事業内容＞  

幼小中一貫教育の推進及び公立認定こども園にお 

ける教育・保育のさらなる充実を図るとともに、待 

機児童対策として、山梨幼稚園は、０～５歳児を対 

象、若葉幼稚園は、３～５歳児を対象とした認定こ 

ども園に移行し、運営を開始します。 

（１）保育所等の利用定員のさらなる拡大を図るた 

め、令和５年度から浅羽北幼稚園を認定こども 

園（３～５歳児を対象）へ移行する準備を進めます。 

 

【講師を招いて運動遊びの基本を学ぶ】 
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〇 「子育てセンターにじいろ」の開園 

幼児の良好な教育・保育環境を維持し、保護者のニ 

ーズに的確に対応するため、袋井南保育所、袋井南幼 

稚園及び高南幼稚園の３園を統合し、令和４年４月、 

民設民営で社会福祉法人天竜厚生会が幼保連携型認定 

こども園「子育てセンターにじいろ」を開園します。 

＜事業内容＞ 

公立園の運営から民営化への移行を支援するため 

運営法人と連携し職員の人事交流等を進めます。 

 

〇 多様な保育サービスの充実 

地域のニーズに対応した子育てに必要な多様な保育サービスの充実を図ります。 

＜事業内容＞ 

既存施設における保育サービスに加え、「子育てセンターにじいろ」の開園に伴い、 

認定こども園に地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）や病児保育事業（病 

後児対応型）の機能を併設することから、その運営を支援します。 

 

 

基本方針 3 すべての子どもの育ちを支える環境の充実          

 

〇 放課後児童クラブ運営及び施設管理事業 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後の適切な遊びや生活 

の場を提供し、児童の安全確保と健全育成を図ります。 

＜事業内容＞ 

全小学校区において６年生までを受入対象とし、 

21クラブ及び土曜日クラブの運営を NPO法人及び地 

区育成会への委託により実施します。また、放課後 

児童クラブ運営にかかる備品等の購入や施設の修繕 

等施設管理を行います。 

令和４年度は、支援員等の処遇改善を実施すると 

ともに、引き続き学校施設等を活用した放課後児童 

クラブの受入定員の拡大を図ります。 

 

〇 児童発達支援事業（子ども早期療育支援センター「はぐくみ」） 

発達に特性や障害のある子どもたちが、日常生活における基本的動作及び知識技能を 

習得するとともに、集団生活に適応できるよう、一人一人の発達の状態や置かれている 

環境等に応じて、適切かつ効果的な支援を行います。 

 

 

【放課後児童クラブでの 

自主制作に取り組む姿】 

【子育てセンター「にじいろ」】 
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＜事業内容＞  

（１）乳幼児期から一人一人の発達にあった早期療育を実施し、その子が持っている 

力を最大限に発揮し、その子らしく活き活きと輝いて成長していけるよう支援し 

ます。 

（２）保護者が子どもの発達特性や身体機能を正しく理解し、児の最良の支援者と 

して、適切な関わりができるよう支援します。 

（３）保護者への面談の実施やよき相談相手となることで、児の発達や育児に関す 

る保護者の不安を軽減し、保護者の孤立を防ぐとともに、二次的障害や虐待を 

予防します。 

 

〇 子ども支援トータルサポート事業（子ども支援室「ぬっく」） 

０歳～18歳の子どもやその保護者及び関係機関を対象に、保健、教育、福祉、医療等 

と連携し、子ども一人一人のニーズに応じた総合的・系統的な相談支援事業を実施しま 

す。 

＜事業内容＞  

（１）相談支援 

子ども又はその保護者を対象に、子ども一人一人のニーズに応じた丁寧な相談 

支援を、来所、電話、メール、オンラインで実施します。また、必要に応じて関 

係機関の職員との相談も実施します。 

（２）園・学校訪問（きんもくせい） 

各年齢期における子どもの適応状況を計画及び要請訪問で確認するとともに、 

子ども支援に必要な情報を収集・共有し、幼稚園・保育園・こども園から小学校、 

小学校から中学校へのスムーズな接続のための適応支援を行います。 

（３）子ども理解のための研修会開催 

保護者や教員等、子どもに関わる人を対象とし、子どもの成長や発達に関する 

理解を深めたり、支援方法を学んだりすることを目的とした講座・研修会を開催 

します。 

 

〇 医療的ケア児支援事業 

医療的ケアを必要とする園児や児童が園及び学校に在籍しています。医療的ケア児及 

びその家族に対する支援に関する法律が令和３年９月に施行され、法的にも医療的ケア 

児を支援する体制が整ったことから、令和４年度から看護師の配置等支援体制を整え、 

医療的ケア児の支援を制度化し、誰もが教育・保育を受けられる環境を構築します。 

  ＜事業内容＞ 

（１）各実施校（園）において、看護師による医療的ケアを実施します。 

（２）医療的ケア児支援に係る協議会や委員会を開催します。 

 ・「袋井市医療的ケア児支援運営協議会」の開催（年２回) 

     ・「校（園）内医療的ケア児支援安全委員会」の開催(年２回) 

（３）看護師に対する専門研修会を実施します。 
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取組 2 未来に輝く若者の育成 

【目的】 

幼小中一貫教育を通じて、「自立力」と「社会力」を兼ね備えた、心ゆたかでたくまし

い若者を育てます。 

 

基本方針１  よりよく生きる力の育成                  

 

〇 地域とともにある学校づくり事業 

「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という新学習指導要領の目標を学 

校と地域が共有し、相互の連携・協働のもとに学校づくりや地域づくりを進め、「社会 

に開かれた教育課程」の実現を図ります。 

＜事業内容＞ 

（１）コミュニティ・スクール（ＣＳ）の推進 

各校の学校運営協議会が活性化するように、協議会委員がＣＳの目的や理念 

を共通理解するためにコミュニティ・スクール推進研修会を開催します。 

     また、コミュニティ・スクール・ディレクター（ＣＳＤ）を各学園１名に配 

置し、ＣＳＤが学校運営協議会の連絡調整や庶務、地域学校協働本部が未設置 

の学校においては、学校の各ボランティアと学校とのコーディネートを行うこ 

とで、地域と学校との連携を図ります。 

（２）地域学校協働活動の充実 

設置校（小７校、中１校）では、コーディネーターを中心に、学校と目標を 

共有した上で、学校に対する多様な協働活動や地域未来塾（しずおか寺子屋活 

動）に取り組みます。また、未設置校（小５校、中３校）では、既存の学校支 

援組織から地域学校協働本部への移行について検討します。 

 

〇 中学生未来会議 

中学生が市政や郷土、社会問題に対して関心をもち、将来社会に参画しようとする意 

欲や態度を育成するため、「中学生未来会議」を開催します。 

＜事業内容＞ 

令和４年度（第８回）は、各校の代表生徒が、日々の学習で培った思考スキルや

プレゼンテーション力を発揮しながら自分たちの考えや思いを伝え合い、協議する
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場を創出します。代表以外の生徒は、各校でオンラ

インにより会議の様子を視聴し、学級ごとに協議を

行うことで、すべての生徒の社会参画に係る意欲や

態度を醸成する機会として開催します。 

ＳＤＧｓの 17の目標等、今日的な課題をテーマと   

して取り上げて協議する活動を通して、子どもたち

が、「学校や家庭・地域で自分には何ができるのか」

「社会みんなで取り組むことは何か」を考え、自ら

１歩を踏み出していく機会となることを期待して

います。 

 

 

基本方針２   確かな学力を育む教育の推進                 

 

〇 確かな学力推進事業 

児童生徒一人ひとりの「主体的・対話的で深い学び」を実現し、児童生徒の考える力 

を根幹とした確かな学力を育成します。 

＜事業内容＞ 

（１）袋井型授業づくりの実践 

日常的に、次の「型」を基本とした、子どもにとって分かりやすく、学びがい

を実感できる授業づくりに取り組みます。 

     ① 課題追究型の学習課題「？型学習課題」の提示と意識化 

     ② 思考をくり返し、対話や議論によって追究する学びの創造 

     ③ 自分自身の納得解を表出する振り返りの場の設定 

   また、授業において子どもの学びを見取り適切な支援に繋げることと、総括

的な学習評価を行うことを具現化するための評価規準を作成し、より質の高い

授業づくりを目指します。 

（２）教員の授業力の向上 

     國學院大學の田村学教授による教員の授業力向上を目指した研修会の開催を 

    開催します。また、年間を通じて、計画的に講師や任期付き教員、若手教員に 

対して授業指導や学級経営相談等を行う「ふくろうはばたきプラン」に取り組 

みます。 

（３）読解力の向上 

子どもの読解力の向上のため、児童生徒の実態をアセスメントし、一人一人 

に応じた授業を行うため、中学校１年生にはリーディングスキルテスト、小学 

校１年生にはＭＩＭ-ＰＭデジタルの調査分析を導入します。 

（４）袋井版学力調査や全国学力・学習状況調査に基づく確実な授業改善 

全国学調と同様の全国規模の学力調査を小学校５年生と中学校２年生を対象

として導入します。リーディングスキルテストの調査結果とも関連させて早期

【令和３年度中学生未来会議の様子】 
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【ＩＣＴを活用した授業】 

【オンライン授業を行う教師】 

【タブレットを持ち帰る児童】 

分析を行うことで、市や学校の課題を把握し、授業改善に生かします。     

〇 ＩＣＴ教育推進事業 

ＩＣＴを効果的に活用し「個に応じた学び」と「協働的な学び」を充実させることに 

よって主体的・対話的で深い学びを推進し、情報活用能力や考える力の育成を図ります。 

 

＜事業内容＞ 

（１）個別最適な学びを実現するための学習アプリ   

「navima」を活用し、一人ひとりの興味・関心 

等に応じた課題や、自分の学習状況を把握しな 

がら個々の習熟度に合わせた課題に取り組むこ 

とによって、個に応じた学びを推進します。ま 

た、アプリやオンラインを活用し、不登校支援・ 

特別支援の面においても一人一人の学びの保障 

に向け取り組みます。 

（２）タブレットの協働学習アプリ（ロイロノート） 

やプロジェクターを活用し、意見交換、発表な 

どお互いに高め合う学びを通じて、思考力・判 

断力・表現力などを育成します。また、児童生 

徒どうしの協働、教員や地域の人など異なる多 

様な他者との関わりを通じ、自分の考えを広げ 

深める協働的な学びを推進します。 

（３）タブレットを持ち帰り、家庭学習でのＩＣＴ 

活用を推進することで、学校での授業と家庭学 

習との連動を図り、一人ひとりの学びを深めま 

す。 

（５）授業における教員のＩＣＴ活用指導力の向上 

を目的として、ＩＣＴ研修室等を活用し、模擬 

授業や事例提供によって効果的な活用方法の共 

有・推進を可能とする研修会を開催します。 

（６）プログラミング学習では、小学校低学年から 

思考ツールのステップチャートを用いながら順 

序立てて考える学習を行います。また、高学年 

ではタブレット上でプログラミングアプリを活用した学習を行います。中学校で 

は、技術・家庭（技術分野）においてホームページ作成を教材としたプログラミ

ング学習を行います。 

（７）ＩＣＴ支援員の配置回数を週に１～２回確保し、１人１台端末を活用した授業 

の充実を図ります。 

 

〇 英語教育推進事業 

英語で会話する機会や英語力を試す機会を充実させ、相互に関連付けることで、児童
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【外国語授業でデモンストレーション 
をする ALTと HRT】 

生徒の英語を使ったコミュニケーション力の向上を図ります。 

＜事業内容＞ 

（１）小中学校でのＡＬＴ活用により、外国語学習 

への意欲・関心を高めるとともに、学年に応じ 

た実践的な英語力の基礎を身に付けます。 

（２）英検にチャレンジしやすい条件を整えること 

で、英語を学びコミュニケーション力を磨くた 

めの動機付けの場を創出します。 

（３）イングリッシュ・デイキャンプを実施し、英 

語を使ったコミュニケーションに慣れ親しんだ 

り、課題意識を持ってコミュケーションを図っ 

たりする楽しさを味わえる場を創出します。 

  

 

 

基本方針３  健やかでたくましい体を育む教育の推進           

 

〇 おいしい給食推進事業 

児童生徒や園児の心身の健全な発達に資し、かつ、食に関する正しい理解と適切な判 

断力を養う上で重要な役割を果たすことができるよう、市内の小中学校やこども園等に、 

３つの学校給食センター（袋井、浅羽、中部）を通じて、安全・安心で、おいしい給食 

を提供します。 

本市の学校給食は、地場産物を活用した食育の推進や地域経済活動への貢献、一人ひ 

とりへの充実した食物アレルギー対応が高く評価されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 文部科学省等から高評価 － 

○ 文部科学初等中等教育局 健康教育・食育課職員の研修の場と 

して活用（令和元年・２年度） 

○ 「地産地消の推進」「食品ロスの解消」をテーマとした文科省 

の委託事業を受託（平成 30年度・令和元年度） 

○ ＷＨＯベストプラクティス賞受賞（平成 30年） 

  （本市の学校給食に関する論文） 

○ 文部科学大臣表彰 

  （袋井学校給食センター：平成 18 年度 

   中部学校給食センター：令和元年度） 

【イングリッシュ・デイキャンプの様子 
（小学校３・４年生コース）】 
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＜事業内容＞ 

（１）新型コロナウイルスへの感染防止対策徹底と、円滑な学校給食の提供と推進 

ア 各学校給食センターでは、学校給食従事者（調理従事者のほか、受配校の 

配膳員及び、給食配送員を含む）の健康管理（出退勤時の検温義務付け等） 

及び手洗いの徹底、食材の温度管理、施設の消毒などを徹底し、安全でおい 

しい給食を安定的に提供しています。 

イ 学校・園等では、給食当番の園児児童生徒の健康管理及び手洗いの徹底を 

実施しするとともに、食事中の会話を控えるなど、新型コロナウイルス感染 

症対策を行いながらも、学校給食を生きた教材としてとらえ、食育につなが 

る取り組みを実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）食育の充実と地産地消の充実 

ア 季節に応じた、ひなまつり等の行事食や姉妹都市長野県塩尻市、友好都市山 

梨県北杜市・宮城県岩沼市の郷土食のほかに、旬の食材を積極的に取り入れた 

献立により、食経験を豊かにするとともに、望ましい食習慣の育成を図ります。 

イ 栄養教諭等の学校訪問や食育だより「地産楽食」を毎月発行することを通じ 

  て、児童生徒や園児、保護者に対して、「食」や「栄養」への理解を深めます。 

ウ  市内の農家をはじめ、農協等の団体や行政機関等と連携し、給食用物資に地 

場産野菜を積極的に活用し安定供給に取り組むことで、地産地消を推進します。 

（「使用する野菜・果物の３分の１は市内産」を目標） 

エ 生産者の協力による「収穫体験」を生活科等の教科と関連づけて行うことで、 

「食育の充実」を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【給食業務従事者の手洗いの様子】 【決まりを守り給食を食べる子供たち 
「机を向かい合わせにしない」「黙食を徹底」】 

【栄養教諭等の学校訪問の様子】 【チンゲンサイ収穫体験の様子】
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【食物アレルギー対応調理室での作業】 【具だくさん卵焼きの代替食「豆腐ナゲット」】

 

（３）学校給食に係る食物アレルギー対応の充実 

ア 食物アレルギーを有する児童生徒や園児の保護者との面談を通して、学校や 

こども園等における安全な食物アレルギー対応を実施します。 

イ 教職員・配送員・配膳員の連携を図り、原因物質（アレルゲン）の誤食や誤 

配による事故を防止します。 

ウ 教職員や保護者向けの研修会を実施し、食物アレルギーやアナフィラキシー 

     に関する正しい理解の普及に努めます。  

    エ 各学校給食センターでは、食物アレルギー対応専用調理室を整備していま

す。 

対象のアレルゲンを除去した給食「除去食」や、除去した食物に対して何らか 

の食材を代替して提供する「代替食」を調理しています。現在、次の１０品目 

に対応しており、食物アレルギーを持つ多くの児童生徒や園児が、皆と同じよ 

うに給食を喫食しています。 
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【初期支援教室での「交通安全教室」】 

 

〇 健やかな体づくり推進事業 

運動に興味を持ち親しもうとする姿勢と健康的に過ごすために必要な知識を獲得し、

適切に判断・行動する力や生活習慣の定着を図ります。 

＜事業内容＞ 

（１）体力の向上 

県主催の体力アップコンテストへの参加を促すとともに、年１回実施する体力 

テストの結果を学園ごとに分析し、体力づくり大切にした授業改善を進めます。 

また、スポーツ政策課と連携し、各運動に長けた人材と出会える体験プログラ 

ムを活用した授業や中学校部活動への指導者派遣（部活動指導員を含む）を推進

します。 

（２）健康の促進 

健康づくり課と連携し、生活習慣病予防講座や喫煙防止講座等を実施するこ

とで、正しい知識を身に付け、自分自身の行動を適切に判断できる子どもを育成

します。 

また、新型コロナウイルス感染症の状況に応じた「学校の新しい生活様式」の

周知徹底を図ることにより、子どもが安心して通園・通学できる環境を整えると

ともに、子どもが自ら適切な行動をとり予防できるよう日常的に指導し、習慣化

を図ります。 

 

〇 命を守る教育推進事業 

登下校中の児童生徒が巻き込まれる交通事故や犯罪、複雑多様化する災害の被害から 

児童生徒の命を守るための体制を整えるとともに、子ども自身の意識を高めます。 

＜事業内容＞ 

（１）交通安全教育の推進 

見守りボランィア市内登録者約 600名 

が登下校中の児童生徒の安全を守ります。 

また、学校と地域が協力して通学路全点 

検を実施し、市・県・警察へ道路設備の 

整備を依頼していきます。学校において 

は、交通安全教室、交通安全リーダーと 

語る会を実施し、児童生徒の安全意識を 

高めます。 

（２）防犯教育の推進 

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業により、学校・家庭・地域の防犯に関 

する情報交換を行い、防犯活動に関する研修や講習会等を実施します。また、ス 

クールガードリーダーが毎月１回、各小中学校を訪問し、校区の巡回指導を実施 

するとともに、防犯教室等における指導・助言を行います。 

（３）防災教育の推進 

地震体験車やＨＵＧ（避難所運営ゲーム）講習会等の実施、他機関と連携し 
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【静岡理工科大との連携による防災授業】 

た取組を通して、各学校の防災教育を推進します。また、袋井市子ども防災ハ 

ンドブック、中学生防災ハンドブックの配布

と活用を進め、児童生徒や家庭の防災意識を

高めます。 

 

 

 

 

 

基本方針４  子ども一人ひとりを大切にした支援の充実          

 

〇 いじめ対策推進事業 

いじめの未然防止や早期対応できる体制を整え、全ての児童生徒が安心して楽しく過 

ごせる学校づくりを推進します。 

＜事業内容＞ 

（１）教育心理検査 hyperＱ－Ｕの活用 

・児童生徒の状況を把握した上で教育相談を実施するとともに、学級経営の成 

果と課題を分析し改善につなげていきます。 

・個々のソーシャルスキルの変容を把握し、指導･支援を充実していきます。 

 

（２）ネットパトロールの実施 

・ネットいじめにつながる行動を把握します。 

（３）いじめの積極的な認知と適切な対応 

・情報モラル指導担当者の研修会を実施し、指導の充実を図ります。 

・組織的な対応のための研修会を実施し、市の方針を踏まえた対応力を高め 

 ます。 

 

〇 不登校対策事業 

不登校の未然防止のために、全ての児童生徒にとって魅力ある学校づくりを推進す 

るとともに、不登校の児童生徒が、学校復帰に向けて自ら行動できるようになるため 

の支援体制を築きます。 

＜事業内容＞ 

（１）不登校の未然防止（魅力ある学校・学園づくり） 

・教育心理検査 hyperＱ－Ｕを活用し、児童生徒の状況を把握した上で教育相 

談を実施します。 

・個々のソーシャルスキルの変容を把握し、指導･支援を充実していきます。 

・不登校支援員を配置します。 

（２）不登校児童生徒の早期支援、教育機会の確保 

・袋井市不登校対応マニュアルにより早期対応をすすめます。 
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・不登校Ａ－Ｐシートを活用したケース会議を行い、不登校児童生徒へのより 

良い支援をすすめます。 

（３）ネット依存対策 

・スマホ等の使用時間を自ら制限できる自立力を育てるために、スマホ等の使 

用に関する問題点を学ぶ講座を中学１年生の生徒と保護者を対象として実施 

します。 

・静岡県ネット依存システムによるセルフチェックに、小学４年生から中学３ 

 年生の児童生徒を対象として取り組みます。 

（４）ＩＣＴを活用した学習支援 

・不登校児童生徒（ひまわりへの通級児童生徒含む）と学校とが、ＩＣＴを活 

用したオンライン授業や面談等でつながるよう体制を整えます。  

 

〇 教育支援センター「ひまわり」事業 

不登校児童生徒が安心して過ごすことができる居場所を提供し、様々な活動を通して 

子どもの自立や意欲の向上を促します。また、個々の状況に合わせた学習支援を行った 

り、カウンセラーの相談支援を行ったりしながら学校と連携し、学校復帰を目指します。 

＜事業内容＞  

（１）個に応じた学習支援 

（２）自立や意欲の向上を促すための体験学習 

（３）人間関係作りのためのふれあい（運動・ゲーム等）活動 

（４）保護者や児童生徒を対象とした相談支援 

 

〇 特別支援教育推進事業 

特性や障害のある幼児児童生徒に対して、一人一人の教育的ニーズを把握し、幼児児 

童生徒の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善・克服するため、様々な機関が連 

携し、切れ目ない指導支援に取り組みます。 

＜事業内容＞ 

（１）医療的ケアを必要とする児童生徒への支援体制の構築 

医療的ケアを必要とする児童生徒が安心して学校生活を営むための支援体制 

を構築します。 

ア 袋井市医療的ケア児支援運営協議会を開催し、実施について協議します。 

イ 看護師資格をもつ支援員を任用配置し、研修を実施します。 

（２）県立特別支援学校との連携 

ア 袋井特別支援学校の教員によるコンサルタント制度を実施し、各校の特別 

支援教育の機能を充実させます。 

（全学園の定期訪問・要請訪問の実施、市の研修会での講話実施等） 

イ 県立浜松視覚特別支援学校、県立浜松視覚特別支援学校との連携を強化 

し、該当児童生徒への支援を充実させます。（研修会へ参加、指導についての 

相談の実施等（関係校職員）） 

（３）特別支援教育アドバイザーの活用 
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年々増加している学校からの発達検査の依頼に対して安定して対応できる体

制を構築し、発達検査の結果を活かした個別支援の充実に繋げます。 

（４）ＭＩＭデジタルの活用 

読みのつまずきが顕在化する前から定期的にアセスメントとトレーニングを 

組み合わせて指導します。 

（５）特別支援教育コーディネーター会議の実施（年２回） 

各校の特別支援コーディネーターの資質向上を目的とした研修や各校での支 

援方法等について協議することを目的に、年２回開催します。 

（６）通級指導教室（言語）のセンター機能拡充 

通級指導教室（言語）を担当する教員の資質能力 

向上を図るために、中東遠総合医療センターの言語 

聴覚士（ST）による支援体制を整え、指導方法につ 

いての研修の場を定期的に実施します。また、当校 

が言語指導のセンター的役割を担い、市内幼稚園・ 

こども園・小中学校の職員及び保護者の支援にあた 

ります。 

（７）通級担当者会の実施と、研修の設定 

言語・発達の通級指導教室担当者会を実施し、市内の通級指導教室が連携して、 

よりよい指導体制を整えます。また、指導力の向上に向け、通級指導担当者の研 

修の機会を設けます。 

（８）支援員の配置と質の向上 

個々の状況に応じた支援を行うため、市内の小中学校に特別支援教育支援員、 

外国人児童生徒サポート支援員、不登校支援員、保健室支援員を配置するととも 

に、支援員の基本的な姿勢、子どもの発達の特性への理解を深めることを目的に 

研修会を年３回開催します。 

 

〇 人権教育推進事業 

学校生活の様々な場面で人権意識を高め、日常生活の中で、人権への配慮が態度や行 

動に表れるよう、人権感覚の育成を図ります。 

＜事業内容＞ 

（１）教職員の人権感覚を高める取組と児童生徒への人権教育の推進 

「袋井市人権・同和研修会」の開催等を通して、教職員の人権感覚を高める 

とともに、道徳や学活の時間を中心に、DVD や ICT 等の教材を活用した、人権 

に対する理解を深めるための人権教育を推進します。 

（２）人権の視点からの校則や制服の見直し 

ア 各中学校において人権の視点から校則や制服等の見直しを推進します。 

イ 学校の要望に応じて「プランナー」を派遣するなど、県の人権推進室と連 

携し、各校の取組を支援します。 

（３）性に関する指導カリキュラムの実践  

ア 生徒指導主任（主事）・養護教諭合同連絡会を年度当初に行い、学園ごとに 

【通級指導教室の様子】 
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【初期支援教室の様子】 

作成した性に関する指導カリキュラムの内容を確認し、全教職員への周知徹 

底を図ります。 

イ 外部講師の活用（子ども健康教育支援事業の活用を含む）を拡充し、性に 

関する指導の充実を図ります。 

 

〇 外国人児童・生徒サポート事業 

〇 外国人児童・生徒初期支援事業 

市内小中学校に編入・転入または在籍中の外国人児童生徒や帰国児童生徒に対し、一 

人ひとりの日本語活用能力の実態に応じた学習支援を行うことで、学力の定着や学習意 

欲の向上を目指すとともに、市内の不就学児童生徒の減少を目指します。 

  ＜事業内容＞ 

（１）外国人児童生徒「初期支援教室」による日本語 

初期指導の実施 

市内に編入学した外国人児童生徒の日本語指導 

    や学習補充を目的として初期支援教室を実施し、 

    学校生活へのスムーズな適応を図ります。また、 

    初期支援教室を中核として、各校の担当教員間の 

ネットワークを構築し、学力向上に向けた効果的 

な指導方法について研修を推進します。 

（２）学校巡回支援 

ポルトガル語、中国語、英語の通訳支援員を各 

校へ派遣し、児童生徒への学習支援や保護者との連携、便りの翻訳等の支援を実 

施します。 

（３）学習補充支援 

外国人児童生徒の学習補充のため、各校年間 20回程度、放課後日本語教室 

（TERRA‐KOYA）を実施します。 

（４）入学・進路ガイダンスの実施 

小学５・６年生、中学生を対象に中学・高校 

進学に向けての進路ガイダンスを夏休みに実施 

します。また、次年度小学校入学予定の園児・ 

保護者対象の入学ガイダンスを実施し、小学校 

生活の様子や準備について理解を深めます。 

（５）入学前わくわく体験会 

新たに市内小学校に入学を予定する外国人幼 

児のうち、未就園児及び外国幼稚園在籍等の幼児を対象にした日本語や学校生活、 

文化等の体験会を行います。 

 

 

 

 

【進路ガイダンスの様子】 
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基本方針５  質の高い教育環境の整備                 

 

〇 浅羽中学校施設整備事業 

〇 小中学校施設機能向上事業 

〇 小中学校施設維持管理事業 

子どもたちが、質の高い教育環境で学び、生活でき 

 るよう計画的に施設・設備の整備・充実を図ります。 

また、常に教育施設を良好な状態で使用できるよう維 

持管理を行い、安全・安心・快適な教育環境の維持に 

努めます。 

＜事業内容＞ 

（１）浅羽中学校の改築・改修 

浅羽中学校について、新校舎等を改築・改修したため、旧校舎や仮設校舎を解 

    体し、建物周りの駐車場等を整備します。 

（２）小中学校施設の機能向上 

段差解消や車椅子使用者用トイレなどのバリアフリー化及び照明器具のＬＥ 

Ｄ化整備に向けた設計を実施します。 

（３）小中学校施設維持管理 

袋井東小学校給水管改修事業、袋井中学校北・南校舎屋上改修事業、周南中学  

校屋上外壁改修事業、浅羽北小学校ガラス飛散防止フィルム貼替事業等 

（４）学校プールのあり方検討について 

小学校プールの老朽化に伴い今後のプールのあり方を検討するため、屋内の市 

営プールにおいて教員とインストラクターとのチームティーチングによる授業 

を試行し、計画的かつ効果的な授業の実施について検証を進めます。 

 

〇 袋井市児童送迎バスの運行管理事業 

路線バス廃止に伴う４小学校の児童の通学手段を確保します。 

＜事業内容＞ 

路線バス廃止に伴い、その影響を受ける４小学校(袋井南小、高南小、袋井西小、 

山名小)の児童の通学の方法を維持するために、市でバスを保有し、有償により登 

下校時に運行しています。 

また、校外活動の移動においてもバスを利用しています。 

 

 

 

 

【市営屋内プール授業風景】 
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【親子運動あそび教室】 

 

 

 

取組 5 誰もがスポーツに親しむまちづくりの推進 

【目的】 

市民が生涯にわたり健康でいきいきとした生活を送れるよう、気軽に親しみ、楽しむこ

とのできるスポーツ環境の充実に取り組みます。 

 

基本方針１  多様性に応じたスポーツの活動の推進                                                                 

 

〇 アクティブ育児応援プログラム推進事業 

幼児が遊びの中で体力の向上を図るとともに、幼児期から運動あそびを通じて体を動 

かす楽しさを覚え、運動習慣の土台形成につなげるよう、親子で楽しめる教室や各種指 

導者派遣事業を開催します。 

＜事業内容＞ 

（１）「親子運動あそび」の出前教室の開催 

（２）「アクティブ・チャイルド・プログラム」指導者研修会の開催  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 エアロビック普及事業 

市内の幼稚園、小中学校等でのエアロビック教室の開催やスポーツイベント時にお 

けるエアロビックを活用した準備体操を実施し、エアロビックの普及に努めます。 

＜事業内容＞ 

（１）幼・小・中学校、特別支援学校、スポーツ団体、コミュニティセンターでのエ 

アロビック教室 

【袋井南小学校児童送迎バス登校の様子】 

政策 2 健康長寿で暮らしを楽しむまちを目指します 
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（２）スローエアロビック指導法研修会開催 

（３）スポーツクリニック開催 

（４）エアロビックフェスティバル（令和５年２月） 

（５）全国エアロビック選手権大会 全 10 部門（参加選手 約 300人） 

開催日：令和５年１月 29日（日） 

会 場：さわやかアリーナ 

 

 

基本方針２  誰もが気軽に取り組めるスポーツ環境の充実         

 

〇 公共スポーツ施設管理運営事業 

誰もが利用しやすい施設を目指し、ハードとソフトの両面からスポーツ施設の機能向 

上を図るとともに、指定管理者の民間ノウハウを活用しつつ、スポーツ施設の有効活用 

を推進します。 

＜事業内容＞ 

（１）指定管理者による「スポーツ教室・講座」の充実 

多様化する市民ニーズに対応し、子どもから高齢者までを対象としたスポーツ 

教室、講座を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学校体育施設開放事業 

市内全ての学校体育施設（小学校 12校、中学校４校）において、休日や夜間 

の施設開放を行います。令和４年度からパソコンやスマートフォンから施設予約 

ができる予約システムを導入します。 

 

〇 地域スポーツクラブ（団体）連携・支援事業 

学校開放などを通じて、地域の市民スポーツクラブ 

に活動の場を提供するほか、他クラブとの交流大会の 

開催などを通じてクラブ活動の維持を支援します。ま 

た、様々な人脈や技術を要する市内のスポーツクラブ 

【さわやかアリーナでのスポーツ教室】 
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【アザレア・スポーツクラブによるタグラグビー教室】 

との連携を図り、市民のスポーツ環境の充実を図りま 

す。 

＜事業内容＞ 

（１）地域スポーツクラブの活動支援 

（２）市内のスポーツクラブによるスポーツ教室の開催 

（３）市内スポーツ団体向けの指導者講習会の開催 

 

 

基本方針３  アスリートの育成とトップスポーツに触れる機会の創出  

 

〇 競技スポーツ支援事業 

市内から全国大会など大規模な大会・競技会で活躍できるアスリートを、数多く輩出 

するため、ジュニア期から優秀な指導者のもと、整った環境でトレーニングができるよ 

う、指導者の資質向上や、専門的な技術の習得などを支援します。併せて、トップアス 

リートに身近で触れ合う機会の創出に努めます。 

＜事業内容＞ 

（１）スポーツ指導者研修会・講習会の開催 

（２）学校部活と地域スポーツとの連携によるジュニアアスリートの育成 

 

〇 スポーツ指導者連携強化事業 

国から学校部活動が令和５年度より段階的に地域へ移行していく方針が示されてい 

ることを踏まえ、学校と地域スポーツ団体の連携を深めることを目的として、学校のニ 

ーズに合わせ、地域の指導者を部活動へ派遣します。併せて、市スポーツ協会や地域指 

導者との連携により、中学生年代を対象とした合同練習会を開催するなど、指導者の確 

保・質向上及び子どもたちのスポーツ実施環境の充実に向けた検討を進めます。 

＜事業内容＞ 

（１）中学校部活動地域連携推進事業（地域指導者の学校への派遣） 

（２）スポーツ指導者育成事業（資格取得・更新時の費用に関する助成金交付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 スポーツ選手激励事業 

アマチュアの各種競技における全国大会出場者（個人・団体）への助成金の交付や、 

【中学校部活動への指導者派遣の様子】 
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優秀なアスリートや指導者などの表彰を行い、競技者のモチベーションの向上と市全体 

の競技力の底上げを図ります。 

＜事業内容＞ 

（１）全国大会出場者等への激励金の交付 

（２）優秀なアスリートや指導者の顕彰 

 

 

基本方針４ スポーツを通じた地域の活性化               

 

〇 スポーツレガシー創出事業 

平成 30年よりインターハイやラグビーワールドカップ 2019、東京 2020オリンピッ 

ク・パラリンピック等のスポーツイベントに係る取り組みを「袋井スポーツドリーム」 

と称し、これらの大会を契機にスポーツに親しむ市民の増加やスポーツによるまちづく 

りを推進してきました。その経験やノウハウを“レガシー”として次代に継承し、友好 

的に活用することで、子どもたちのスポーツ取組み意欲の喚起や競技レベルの向上を図 

るとともに、スポーツによる地域活性化に取り組みます。 

＜事業内容＞ 

（１）オリパラレガシーイベント「FUKUROI SPORTS DAY」の開催 

（２）トップアスリート交流事業の開催 

（３）市内出身アスリートとの交流機会の提供 

（４）アイルランドとのスポーツによる交流の継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 地元スポーツチームとの連携事業 

市内や県内を拠点に活動するスポーツチームと連携し、選手の小学校等への派遣やイ 

ベントへの参画、近隣会場で開催される試合の観戦奨励などを行うことで、子どもたち 

がトップアスリートと交流する機会や高いレベルの試合を“観る”機会を提供します。 

＜事業内容＞ 

（１）静岡ブルーレヴズ（ラグビー）の小学校等への派遣 

（２）アザレア・セブン（ラグビー）の地域への派遣 

（３）プロスポーツの観戦奨励（静岡ブルーレヴズ、ジュビロ磐田など） 

【FUKUROI SPORTS DAY2021の様子】 【トップアスリートによる指導の様子】 
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取組 2 教養豊かな人づくり 

【目的】 

子どもから高齢者まで、市民一人ひとりが生涯を通じて学びや文化活動により自己実現

を図り、自ら進んで地域づくり、まちづくりに活躍する人を育てます。 

 

 

基本方針１  社会全体が連携した社会に貢献する人づくりの推進                                                                 

 

〇 青少年育成事業 

健やかな青少年を守り育てるため、関係機関と地域（自治会・コミュニティセンター） 

や子どもを対象とした事業実施団体等が相互に連携し、青少年健全育成のための事業や 

環境づくりを行います。 

＜事業内容＞ 

（１）地域における青少年健全育成事業 

青少年健全育成部による活動（地域まちづくり協議会への委託事業）を行いま 

す。また、ICTを活用した青少年健全育成関係者との情報共有を推進し、関係者 

の拡大を図ります。 

（２）子どもの体験を豊かにする青少年健全育成事業 

コミュニティセンターでの少年学級や団体による活動、少年地域交流事業（ど 

まん中交流）、地域子ども育成事業（子ども刮目舎）等を実施し、異年齢集団の 

子どもたちによる遊びや住民の世代間交流による地域活動などを推進します。 

（３）青少年のスマートフォンやゲーム等の過度な利用に対する対策 

子どもたちが情報社会に積極的に参加し、そのメリットを活用しつつ、同時に 

その危険を理解し適切な判断をしていくことができるよう、地域や学校等と連携 

を図ることで、スマートフォンやゲーム等の利用における「利用依存」と「ネッ 

ト社会の危険性」について青少年やその保護者に知識を深める機会を提供します。 

 

〇 放課後子ども教室推進事業 

未来の日本を創る心豊かでたくましい子どもを社会全体で育むため、地域の大人の協 

力を得て子どもたちの安全・安心な居場所を提供するとともに、遊び、スポーツ、文化 

活動を通じた、子どもと地域住民との交流活動を行います。 

政策 6 市民がいきいきと活躍するまちを目指します 
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＜事業内容＞ 

地域住民の参画を得て、スポーツ・文化活動の場や交流の場を提供します。 

８小学校区で実施（袋井西・袋井南・今井・笠原・山名・高南・浅羽東・浅羽南） 

（１）開 催 回 数 各教室年間２０回程度 

（２）場所・実施数 小学校の運動場、体育館、教室等（7教室） 

コミュニティセンター（１教室）     計 8教室 

（３）活 動 時 間 水曜日 午後３時 00分頃～４時 00 分頃まで 

（４）活 動 内 容 地域住民が講師となったスポーツや文化、昔の遊びなどの体 

験活動を通じた地域住民との交流活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 はたちの集い（旧成人式）開催事業 

袋井市の未来を担う若者に対し、20歳という人生の節目において、自立性と高い規 

範意識や郷土愛を育む機会とすることを目指し、厳粛な中にも温かみのある市民手づく 

りの式典を実施します。 

＜事業内容＞ 

令和３年度に引き続き、新型コロナウイルス感染防止への対応が求められる可能性 

があることから、令和４年成人式の取組成果を踏まえたうえで令和５年はたちの集い 

を実施します。 

【令和４年成人式の主な内容】 

（１）市内４会場での分散開催 

（２）式典のインターネット中継（オンライン併用型） 

（３）オープニング・アトラクションや恩師メッセージの動画作成 

（４）式典前及び式典当日の感染予防対策の徹底 

 

 

 基本方針２  市民の学び合い・地域づくりへの支援           

 

〇 社会教育振興事業 

自らの教養を高めるとともに、地域づくりへの意識を高め、地域活動に資する人材を 

育成するため、コミュニティセンターにおける社会教育学級や講座を開催します。 

【袋井西小学校放課後子ども教室の様子】 
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【心をはぐくむ講座の様子 

(今井コミュニティセンター)】 

 

 

 

＜事業内容＞ 

（１）社会教育学級・講座事業（まちづくり協議会への委託事業） 

ア コミュニティセンターで実施する「社会教育学級」※１では、世代ごとに課題 

となる事柄について学ぶことや学級生同士・世代間での交流を通して、人づく 

りを行います。また、その後の継続的な学習活動や地域活動への広がり、地域 

の担い手やリーダー育成の機会とすることで地域づくりにつなげていきます。 

※１ 社会教育学級：少年学級、家庭教育学級（乳幼児・小学校・思春期の 

   子を持つ保護者対象）、高齢者学級ほか 

イ コミュニティセンターで実施する「講座」※２については、市民の幅広い学 

習ニーズや地域課題に応えるため、地域の人材や資源を活用し、自らの教養を 

高める学習を行うと同時に地域づくりにつながるような内容とします。また、 

講師に地域人材を活用することで地域人材の活躍の場を与え、地域の教育力 

を高め、学習の成果を発揮して地域に貢献できるような機会や場を提供しま 

す。併せて地域の担い手、リーダー育成の場や機会とすることを目指します。 

※２ 講座：地域元気いきいき講座 

（２）家庭教育支援事業 

県主催の家庭教育支援員養成講座を受講した 

    袋井市内の方等と連携し、家庭教育に関する支 

援が必要な保護者や家庭への働きかけをします。 

（３）人権教育の推進（心をはぐくむ講座） 

人権・同和問題に関する正しい認識を深め、 

    子どもに思いやりの心を育てる親のあり方を学 

習する機会として、家庭教育学級生及び地域住 

民を対象に「心をはぐくむ講座」を実施します。 

 

〇 大学を活かしたまちづくり事業 

学術交流振興基金を活用し、地域に開かれた大学として静岡理工科大学の専門性を活 

かした学術交流事業を実施します。 

＜事業内容＞ 

（１）外国人留学生、社会人入学生、産学交流研究 

開発、公開講座、市民体験入学事業等に対して 

助成金を交付します。 

（２）若者を対象として、高校生学術交流事業、市 

民文化活動推進事業を実施します。 

（静岡理工科大学への委託事業） 

 

 

 

【お理工塾：大学生が児童に教える様子】 
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【もじ・モジ・じっけんワークショップ】 【絵本ワークショップ】 

 

基本方針３  文化・芸術の振興と郷土の歴史資源の保護・活用      

 

〇 文化芸術を楽しむ機会創出事業 

文化芸術との触れ合いを通じて、市民の文化芸術に対する興味関心を高めるとともに、 

豊かな心を育みます。 

＜事業内容＞ 

（１）大学と連携したワークショップ開催 

静岡理工科大学と連携し、アートとメディアをキーワードにしたワークショッ 

プを実施します。また、静岡文化芸術大学と連携し、オリジナル絵本やイラスト 

作成のワークショップを実施します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）パブリックアート設置事業 

袋井駅南まちづくり事業における田端広場及び田端東遊水池公園整備にあわ  

せて、袋井市の新たなにぎわいの拠点にふさわしく、より上質な空間を創出する、 

パブリックアートを設置します。 

文化芸術活動を通して、想像力や考える力、コミュニケーション能力を育むと 

ともに、その作品への愛着を育むため、アーティストが一定期間滞在し、地域の 

子ども達と一緒にコンセプトやデザインを考えたりしながら、作品を制作してい 

きます。 

 

〇 月見の里学遊館及びメロープラザ管理運営事業 

市民の文化教養の向上や余暇活動の充実を図るため、文化・芸術に触れ、創作し、発 

表する機会を提供します。 

また、安全でより使いやすい施設となるよう老朽化対策を実施するとともに、予防保 

全に努めます。 

＜事業内容＞ 

指定管理者へ管理運営を委託し、様々な公演やワークショップなどを実施します。 

月見の里学遊館は開館から 20年以上が経過し、老朽化が進んでいるため、施設や 

設備を計画的に更新・改修します。 
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【昔の暮らし体験の様子】 

 

〇 浅羽支所利活用事業 

水道課及び下水道課が本庁舎へ移転した後の浅羽支所について、子どもと保護者が安 

心して利用でき、創造性とにぎわいが生まれる新たな場となるよう検討し、具現化を図 

ってまいります。 

＜事業内容＞ 

「（仮称）袋井市こども交流館 あそびの杜」整備に向け、地域住民や関係者と意 

見交換を行うとともに、法令等による規制の確認及びその対応策、機能の検討を進め 

ます。 

 

〇 市内埋蔵文化財発掘調査事業 

地域の歴史を後世に伝える守るため、袋井駅南都市拠点土地区画整理事業に伴う発掘 

調査を実施し、写真や測量などによる記録保存を行います。 

＜事業内容＞ 

現地では、建物跡などの遺構の掘削作業とともに、測量や写真撮影を実施します。 

また、出土した土器などは、屋内で洗浄・復元を行い、発掘の成果をまとめた報告書 

を作成します。 

 

〇 「袋井市文化財保存活用地域計画」作成事業 

市内にある文化財の保存と活用を図るための行動計画を作成します。 

＜事業内容＞ 

有識者等で構成する協議会の意見を聞きながら、当市における文化財の保存と活用 

にかかる計画を策定し、令和４年度内の国による認定を目指します。 

 

〇 歴史資料館管理運営事業 

郷土の歴史と文化財に対する顕彰を行う施設として、歴史文化館・郷土資料館の運営 

を行います。 

＜事業内容＞ 

歴史文化館は古文書を中心とした史料保管と整理、郷土資料館は展示を中心に運営 

し、企画展・講座を実施します。また、市内各小学校と連携した「地域の歴史」「昔 

のくらし体験」授業を行います。 
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基本方針４  読書活動の推進と図書館機能の拡充            

 

〇 子ども読書活動推進事業 

すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、自主的に読書活動を行うこ 

とができるよう、読書環境の整備や読書機会の提供、読書活動の啓発など子どもの読書 

活動を袋井市子ども読書活動推進計画（第４次）に基づき推進します。 

＜事業内容＞ 

（１）袋井市子ども読書活動推進センターの試行 

将来に渡って読書に親しめるよう乳幼児期から中学生期までの読書活動を子 

どもの発達段階に応じて、一貫して切れ目なく推進するため、袋井市子ども読書 

活動推進センターの設置に向け、小学校２校、中学校１校、公立幼稚園、こども 

園で学校図書館、図書コーナーなどの図書の管理や子どもへの読み聞かせ、図書 

紹介などの取組を行います。 

（２）ブックスタート、セカンドブック、サードブック事業の実施 

子どもが本に触れるきっかけ作りとして、引き続き７か月児にブックスタート、 

２歳児にセカンドブック事業を実施します。また、新たに小学 1年生に対し、読 

書習慣の定着を目的に、本とおすすめ図書リストを配布するサードブック事業を 

実施します。 

（３）ビブリオバトルの実施 

中学生が主体的にビブリオバトル（知的書評合戦）に取り組む機運が高まるよ 

うモデル校を選定し、連携して取り組みます。 

（４）移動図書館の実施 

本との出会いの場を提供するため、公園や商業施設等人が多く集まる場所や 

市・関係団体のイベントに出向き、図書の貸出や読み聞かせなどを行います。 

（５）特別な支援を必要とする子どもへの取り組み 

学校図書館や公立幼稚園等へ必要な図書を整備します。 

（６）外国語を母語とする子どもへの取り組み 

     学校図書館や公立幼稚園等へ外国語の図書を整備します。また、国際交流協会 

等と連携して、外国語のおはなし会ややさしい日本語のおはなし会を開催します。 

（７）小中学生への情報発信 

様々な本との出会いを促すため、「おすすめの図書リスト」を配布します。ま 

た、学校図書館の新着本情報を小中学生が１人１台持っているタブレット端末に 

配信します。 

（８）第 19回袋井市子ども読書活動推進講演会の開催 

保護者、教員、ボランティアなどを対象に、児童文学者等を招き講演会を開催 

します。 
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〇 図書館運営事業 

袋井図書館、月見の里学遊館図書館分室及び浅羽図書館が、それぞれ特色を活かし、 

読書や生涯学習及び情報提供の拠点施設として、市民の要望に応える図書館活動を推進 

します。 

＜事業内容＞ 

（１）青空図書館の開催図書館の新規利用者を獲得するため、袋井図書館に隣接する 

高尾町公園を活用し、人が集まる場所で本に親しむ「青空図書館」を開催します。 

（２）レファレンス機能の充実 

企業や行政、学校等からの専門的なレファレンスに対応できる「頼られる図書 

館」としての機能を強化するため、司書の資質向上のための研修の充実のほか、 

様々な相談をつなげられる専門機関とのネットワークづくりに努めます。 

 

【青空図書館での読み聞かせの様子】 
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取組 3 共生社会の確立 

【目的】 

多文化共生意識や人権意識などの向上を図るとともに、多様性を尊重し、それぞれの個

性・能力が十分に発揮できるまちの実現を目指します。 

 

 

基本方針２  国際交流・多文化共生の推進                

 

〇 外国人児童・生徒サポート事業（再掲） 

〇 外国人児童・生徒初期支援事業（再掲） 

市内小学校に編入・転入または在籍中の外国人児童や帰国児童に対し、一人一人の日 

本語活用能力の実態に応じた学習支援を行うことで、個々への基礎的・基本的な学力の 

定着や学習意欲の向上を目指すとともに、市内の不就学児童・生徒の減少を目指します。 

  ＜事業内容＞ 

（１）外国人児童生徒「初期支援教室」による日本語初期指導の実施 

（２）ポルトガル語と中国語の通訳支援員の学校巡回支援 

（３）放課後日本語教室（TERRAKOYA）や夏休み学習室等の学習補充支援 

（４）来年度小学校入学予定の園児・保護者や小学５，６年生、中学生を対象とした 

入学・進路ガイダンスの実施 

 

 

基本方針３  生活困窮家庭の生活支援                   

 

〇 要保護・準要保護児童生徒就学援助費の支給 

義務教育の円滑な実施に資するため、経済的理由で就学困難な家庭に、学用品費や給 

食費等の援助を行います。 

＜事業内容＞ 

経済的理由によって就学困難な児童の保護者からの申請に基づき、収入状 

況、世帯構成、家庭状況、学校長の意見等を踏まえ認定し、就学に要する所要 

の経費（学用品費・通学用品費、学校給食費、校外活動費、新入学学用品費、 

修学旅行費、PTA 会費、通学費、医療費）を支給します。 

政策 6 市民がいきいきと活躍するまちをめざします 
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基本方針４  人権意識の向上と安全・安心な生活の確保         

 

〇 人権教育推進事業（再掲） 

学校生活の様々な場面で人権意識を高め、日常生活の中で、人権への配慮が態度や行 

動に表れるよう、人権感覚の育成を図ります。 

＜事業内容＞ 

（１）教職員の人権感覚を高める取組と児童生徒への人権教育の推進 

（２）人権の視点からの校則や制服の見直し 

（３）性に関する指導カリキュラムの実践 

 



 

- 35 - 
 

コミュニティセンターのフラワーアレンジメント講座 

教育会館の自主学習コーナー 

Ⅱ 参 考 資 料 
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 （１）令和４年度教育予算 
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（２）教育委員会 
    

役職名 氏   名 任    期 

教育長 鈴
すず

 木
き

 一
かず

 吉
よし

 令和２年５月１９日～令和５年５月１８日 

教育長職務代理者 
う え は ら  と み お

上 原 富 夫 平成３０年５月１９日～令和４年５月１８日 

委 員 
おおたに じゆんのう

大 谷 純 應 令和３年５月１９日～令和７年５月１８日 

委 員 瀬 川 香 織
せ が わ  か お り

 令和元年５月１９日～令和５年５月１８日 

委 員 鈴木
す ず き

 万里子
ま り こ

 令和２年５月１９日～令和６年５月１８日 

 

（３）教育委員会所管組織 

 

 

 

 

 

  

中学校[4校]

教育部

おいしい給食推進係

施設整備係

教育総務係

おいしい給食課

中部学校給食センター

浅羽学校給食センター

袋井学校給食センター

すこやか子ども課 子育て支援係

中央子育て支援センター・親子交流広場

  教育企画課

子ども保育係 0538-86-3332

0538-86-5511幼児教育センター

　未来の教育推進室

0538-86-3330

0538-86-3221

0538-86-3111

0538-86-3121

0538-45-3883

0538-44-3231

0538-23-3049

0538-49-0105

 学校教育課 指導係

育ちの森

子ども早期療育支援センター

子ども支援室

0538-86-5172

笠原児童館

幼稚園[8園]

認定こども園[5園]

0538-86-3222

教育支援センター

小学校[12校]

0538-45-0601

0538-45-0510

 生涯学習課 生涯学習係 0538-86-3191

文化振興係 0538-86-3192

文化財係 0538-23-9264

郷土資料館

歴史文化館

月見の里学遊館

袋井図書館

メロープラザ

0538-42-5325

0538-23-6801

0538-23-8511

0538-23-9269

0538-49-3400

0538-30-4555

浅羽図書館
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 （４）袋井市の幼小中一貫教育の構成校・構成施設一覧 

 

 

  

（令和４年４月１日現在）

一貫校の名称（通称）

学園名の説明 、名前に込められた思いなど 連携校 連携園・所

※連携校（連携園・所）は、進学先が複数の中学校（小学校）になっている小学校（幼児教育施設）です。

― ―
　袋井南中学校は小高い丘に立っています。
この丘を登り切る（卒業する）までに、「夢
を抱き、たくましく次の一歩を踏み出せる
力」を備えていきます。

浅羽学園

浅羽中学校

笠原小学校
浅羽南小学校
浅羽北小学校
浅羽東小学校

―
　この校区の由来をたどると、校区の多くが
平安時代に築かれた荘園であり「浅羽荘」と
呼ばれていました。古くから親しまれてきた
この名前を掲げ、地域が一体となって子ども
たちを育てていきます。

南の丘学園

袋井南中学校
袋井南小学校
高南小学校

今井幼稚園
三川幼稚園

山梨こども園
明和第一保育園
めいわ月見保育園
袋井ハローこども園
のびやかMIRAI保育園
若草こども園
若葉こども園
たんぽぽ第二保育園
明和第二保育園
めいわ可睡保育園
袋井あそび保育園
どんぐり保育園
MOE保育園てんじん園
ルンビニあゆみこども園
山名幼稚園
愛野こども園
たんぽぽ保育園
子育てセンターにじいろ
笠原こども園
浅羽東こども園
ルンビニこども園
ルンビニ第二保育園
あさば保育園　　ほか

　周南中学校区にある用福寺には、日本三筆
の一人とされる橘逸勢(たちばなのはやなり)
の最期の句と供養塔があります。周南中の合
唱祭の名前を｢たちばな祭｣とするなど親しま
れています。

袋井あやぐも学園

袋井中学校
袋井東小学校
袋井西小学校
袋井北小学校

今井小学校
袋井東幼稚園
袋井西幼稚園
田原幼稚園

　「あやぐも」は、「彩雲（さいうん）」と
も呼ばれ、この雲を見るとめでたいことが起
きるといわれています。この言葉は、袋井中
学校の校歌(歌詞)に使われ、合唱コンクール
の名称としても親しまれています。子どもた
ちの未来が輝かしいものになってほしいとい
う思いを込め、「袋井あやぐも学園」としま
した。

周南たちばな学園

周南中学校
今井小学校
三川小学校
山名小学校

袋井北小学校

浅羽西幼稚園
浅羽南幼稚園
浅羽北幼稚園

中学校
小学校 幼児教育
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（５）公立幼稚園・認定こども園、私立幼稚園・認可保育所・小規模保育・認証保育所の概要 

  
【公立幼稚園】 （令和４年４月１日現在）

1

2

3

4

5

6

7

8

【私立幼稚園】 （令和４年４月１日現在）

1

【公立認定こども園】 （令和４年４月１日現在）

3

3

5

3

5

3

【私立認定こども園】 （令和４年４月１日現在）

7

4 0 6

2･3号認定 2 16 17 17 18 16 86

22 24 68

4 ルンビニこども園 諸井1056-2 23-4833
1号認定

№

2

2
2･3号認定 10 19 20

1
17 18 22

- - - 9 11 4 24
5 若葉こども園 久能1310 41-1717

1号認定 22

9
3

1号認定

2･3号認定

22 23 23

7 18 18 23 25 23 114

5 3 1

117

3 3 3 9

幼稚園名

袋井東幼稚園

№

3 浅羽東こども園

若草こども園2

浅羽西幼稚園

浅羽南幼稚園

浅羽北幼稚園

№ 幼稚園名

№ 幼稚園名

1 笠原こども園

電話番号

42-4091

42-7647

42-2918

袋井西幼稚園

田原幼稚園

今井幼稚園

３歳 ４歳 ５歳 合計

15

2 13 21 15 49

三川幼稚園

23 18 1035

27 29 31 87

園児数(人)

学級数 ３歳 ４歳 ５歳 合計
預かり
保育

3 18 13 18 49 14

3 22 13 27 62

15

3 18 17 13

3 11 21 14 46 5

4

110 121 124 355 87

2 10 16 11 37 11

15 33 10

松原1793

浅名41 30-0800

23-3043

23-2009

所在地

48 13

2 10 10 11 31

2 8 10

20

太田723-1

友永113-1

長溝873-1

国本2288

川井568-1

新池190-1

42-2951

48-6429

浅羽2617-1 23-3033

42-2027

春岡1-8-7 48-6145
1号認定 56 52 73 181

2号認定

山崎5093-13 23-4121

０歳 １歳 ２歳

園児数(人)

堀越766-1

4 山梨こども園
3 13 12 25 13 12 78

2号認定

13 60

-

2 5

20

20

27

15

46

20

15

29

1号認定

2号認定

1号認定

2号認定

ルンビニあゆみ園

袋井ハローこども園

愛野こども園

施設名 所在地

愛野南2-2-3

下山梨559-1

高尾1777-1

電話番号

44-7800

49-3399

24-7600

所在地 電話番号
園児数（人）

３歳 ４歳 ５歳 合計

山名幼稚園 三門町8-1 42-3312 41 55 57 153

所在地 電話番号
学
級
数

認定
区分

園児数(人)

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

3 8 12 12 12

144

1号認定 1 8 13 22

28

8

7

31

94

48

87

53

認定区分

1号認定

2･3号認定

1号認定

9

- -

2･3号認定

7

5 子育てセンターにじいろ 上田町267-31
1号認定 34 40 36 110

2･3号認定 6 24 34 32 28 20
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【認可保育所】

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

1 明和第一保育園 上山梨831-3 49-0571 (福)明和会 3 12 12 17 16 19 79

2 明和第二保育園 川井963-8 43-8488 (福)明和会 5 12 12 18 18 18 83

3 めいわ可睡保育園 久能2991-1 43-5886 (福)明和会 3 12 12 18 20 17 82

4 たんぽぽ保育園 愛野東2-6-4 42-9543 (福)花の園会 2 16 17 16 17 16 84

5 ルンビニ第二保育園 浅羽1248 23-0670 (福)三宝会 4 18 17 20 20 21 100

6 あさば保育園 松原1803-3 23-2388 (有)あさば会 3 11 13 10 16 14 67

7 袋井あそび保育園 久能1313 43-3535 (株)あそび学園 4 12 18 24 24 26 108

8 たんぽぽ第二保育園 広岡1115-10 86-5293 (福)花の園会 2 12 12 13 13 12 64

どんぐり保育園(0～1歳) 高尾町15-4 45-0800

(2～5歳） 旭町2-13-5 44-2277

10 めいわ月見保育園 上山梨1674 30-7771 (福)明和会 5 11 12 20 20 20 88

11 MOE保育園てんじん園 天神町3-2-6 43-1813 MOEﾁｬｲﾙﾄﾞｾﾝﾀｰ(有) 5 7 12 12 12 12 60

12 のびやかMIRAI保育園 徳光36-1 31-8338 (合)のびやか 5 11 11 14 14 4 59

計12園 43 145 159 192 197 188 924

【小規模保育】

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

1 すまいる保育園 上山梨1583-2 48-6635 山崎直子 1 6 6 - - - 13

2 こどもｻﾎﾟｰﾄかみふうせん 方丈2-5-2 44-4530 (有)ｳｴﾙﾗｲﾌ 1 4 8 - - - 13

3 明和保育園オハナ 泉町2-10-16 31-3770 (福)明和会 0 5 5 - - - 10

4 ハローきっず 下山梨1-13-18 77-8620 (福)愛光会 2 6 5 - - - 13

5 ルンビニ保育室花びら 浅羽2275-1 31-3730 (福)三宝会 1 3 5 - - - 9

6 袋井のびやか保育園
久能1842
ﾄﾞﾐｰﾙ鈴企１号

86-6020 (合)のびやか 0 5 6 - - - 11

7 ユニキッズ堀越保育園 堀越1130-5 31-3773 (株)ユニバース 3 8 8 - - - 19

8 小規模保育所風かおる 方丈4-1-21 24-8138 (株)クルム 0 5 5 - - - 10

9 ＭＯＥ保育園やまなし園 上山梨3-5-1 48-8854 MOEﾁｬｲﾙﾄﾞｾﾝﾀｰ(有) 0 5 5 - - - 10

10 ももいろ保育園 浅羽3419-19 31-5996 ももいろ(合) 1 7 8 - - - 16

11
スクルドエンジェル保育
園三門園

三門町5-2 88-8554 (株)ｱｼｽﾃﾝﾂｧ 1 8 8 - - - 17

12 愛野みらい保育園 愛野南3-6-7 45-0300 (株)健康第一調剤薬局 0 6 7 - - - 13

13 堀越こもれび保育園 堀越2-17-1 88-8573 ﾕｰﾋﾞ^ｻﾎﾟｰﾄ(株) 3 7 12 - - - 22

14 ユニキッズ堀越第二保育園 堀越1069-5 31-6540 (株)ユニバース 2 8 8 - - - 18

15
ふくろい駅前
キラット保育園

高尾町26-2
浅羽ビル１階

31-2911
どまんなか袋井
まちづくり(株)

2 7 7 - - - 16

計15園 17 90 103 0 0 0 210

【認証保育所】

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

1 ひよこ幼児園 小山196-5 42-4390 (株)愛英 0 5 7 10 8 13 43

2 ひだまり保育園 月見町6-1 48-7112 (医)やまなし 7 3 10 6 3 1 30

計2園 7 8 17 16 11 14 73

設置主体

（令和４年４月１日現在）

№ 保育所名 所在地 電話番号 設置主体
園児数（人）

№
園児数（人）

保育所名

9 (株)セイワ企画 2 11

（令和４年４月１日現在）

園児数（人）

電話番号所在地 設置主体

11 10 7 9 50

（令和４年４月１日現在）

№ 保育所名 所在地 電話番号
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（６）小・中学校の概要 

 

 

  

通常 特支 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
(特
支)

合計

1 袋井東小 広岡2317-1 42-2345 11 4 25 36 44 40 39 47 24 255

2 袋井西小 川井442 42-3009 17 4 64 79 81 73 85 76 28 486

3 袋井南小 高尾740 42-2185 19 6 92 90 82 97 106 103 37 607

4 袋井北小 久能1580 42-3024 29 14 143 149 146 170 164 132 83 987

5 今井小 太田692 42-2950 10 2 22 46 28 37 39 36 6 214

6 三川小 友永38 48-6197 6 2 18 29 17 23 28 18 10 143

7 笠原小 山崎4822 23-4004 6 3 25 16 23 30 23 18 13 148

8 山名小 春岡684 48-6295 28 12 160 145 126 143 163 131 73 941

9 高南小 上田町306-2 43-4593 13 6 78 55 61 63 62 61 37 417

10 浅羽南小 西同笠148 23-2004 10 3 43 36 49 35 58 31 15 267

11 浅羽北小 浅羽1322 23-3006 12 3 38 48 42 51 53 52 13 297

12 浅羽東小 浅羽2800 23-6669 12 4 57 61 53 50 59 47 21 348

計 173 63 765 790 752 812 879 752 360 5,110

通常 特支 １年 ２年 ３年 (特支) 合計

1 袋井中 川井701 42-4155 25 5 293 247 270 34 844

2 周南中 下山梨1-1-1 48-6239 21 4 216 222 242 22 702

3 袋井南中 愛野3110 42-3161 15 3 148 167 165 14 494

4 浅羽中 浅名822 23-3149 18 5 200 179 205 22 606

計 79 17 857 815 882 92 2,646

（令和４年４月７日現在）

（令和４年４月７日現在）

【小学校】

 【中学校】

学級数

　
特別支援学級を特支と表記した

生徒数(人)

№ 学校名 所在地 電話番号

№ 学校名 所在地 電話番号

学級数

児童数(人)
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（７）放課後児童クラブの一覧 

 

  

(令和４年４月１日現在）

土曜日保育

利用者数

1年 2年 3年 4年 5年 6年 計 (人)

みなみすくすくクラブ 高尾743-1 43-0820 3 1 3 11 7 25

（袋井南小学校区） 袋井南ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ第１ 090-2773-5203 20 14 14 12 1 61

みなみげんきクラブ 愛野2961 43-5331 3 2 4 9

（袋井南小学校区） 袋井南ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ第２ 080-1620-3197 36 31 14 4 85

あすなろクラブ 川井442 43-8228 2 2 4

（袋井西小学校区） 袋井西ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ第１ 090-2344-5414 18 11 10 3 3 45

あおぞらくらぶ第１ 川井550-3 44-0030 1 1 3 1 4 10

（袋井西小学校区） 袋井西ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ第２ 080-1566-3160 10 14 7 7 38

あおぞらくらぶ第２ 川井550-3 44-0030 2 3 3 3 3 14

（袋井西小学校区） 袋井西ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ第２ 090-7021-1344 9 10 8 2 29

やまなっ子ラッキークラ
ブ

春岡684 0

（山名小学校区） 山名小学校内 17 22 14 53

やまなっ子ハッピークラ
ブ

春岡1-8-2 48-8777 0

（山名小学校区） 山名ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ１階 090-2348-8426 25 22 14 61

やまなっ子ドリームクラ
ブ

春岡1-8-2 48-8777 0

（山名小学校区） 山名ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ２階 080-5817-4400 23 17 11 51

やまなっ子クローバーク
ラブ

春岡684 3 2 9 9 17 1 41

（山名小学校区） 山名小学校内ひまわりホール 18 8 26

のびのび北クラブ 久能1508-1 1 4 7 3 2 17

（袋井北小学校区） 袋井北ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ第１ 15 15 9 10 1 1 51

のびのび西クラブ 堀越5-18-2 43-1886 0

（袋井北小学校区） 袋井北ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ第２ 090-8268-4427 32 13 21 3 1 70

のびのび南第１クラブ 久能1227-10 44-5538 1 2 2 3 1 9

（袋井北小学校区） 袋井北ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ第３ 070-2228-0187 6 19 7 10 3 1 46

のびのび南第２クラブ 久能1227-10 31-2111 6 1 3 4 14

（袋井北小学校区） 袋井北ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ第３ 090-6358-6100 13 13 11 11 3 51

花咲く高南っ子クラブ 上田町306-2 3 2 5

（高南小学校区） 高南ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ 44 25 18 87

わくわくクラブ 広岡2317-1 1 2 5 8

（袋井東小学校区） 袋井東小学校内 11 15 14 10 2 1 53

スマイルクラブ 友永38 3 1 2 6

（三川小学校区） 三川小学校内 10 11 8 5 1 35

なかよしクラブ 太田692 2 5 8 1 16

（今井小学校区） 今井小学校内 11 15 5 2  33

みなみっこクラブ 西同笠148 1 1 1 1 4

（浅羽南小学校区） 浅羽南小学校内 15 13 13 1 42

なかよしげんきクラブ 浅羽1322 1 1 1 1 4

（浅羽北小学校区） 浅羽北小学校内 18 14 3 4  39

東っ子クラブ 浅羽2800 1 3 5 3 2 14

（浅羽東小学校区） 浅羽東ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ 18 28 13 11 1 71

笠原っ子クラブ 山崎5093-13 1 1 1 2 2 7

（笠原小学校区） 笠原こども園内 10 2 8 20

20 23 37 54 59 14 207

361 324 222 113 22 5 1,047

児　童　数（人）

上段 ： 長期のみ　下段 ： 常時

2

3

3

2

0

090-3449-1095 1

1

1

44-2210 2

0080-2633-4334

2

3

4

090-5862-4894 0

090-7916-3810 6

090-3302-7389 1

児 童 ク ラ ブ 名 所　在　地 電 話 番 号

090-9024-8967 1

計 40

090-3259-8266 1

090-5453-5113 3

090-3259-8523 3

090-3251-5251 1
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（８）社会教育施設の一覧 
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（９）袋井市教育会館 
 

令和２年 11 月 16 日に新しい時代の教育 

の拠点として、「袋井市教育会館」を整備しました。 

 

【所在地】 

袋井市新屋一丁目２番地の 1 

 

１階には、教育企画課、学校教育課、すこやか子ども課の窓口を設置し、幼児教育

から小学校、中学校における教育に関する各種手続きや相談にワンストップで対応し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２階には、生涯学習課や外国人初期支援教室、教育支援センターなどを配置すると

ともに、学びたい人が誰でも利用することができる交流・自主学習コーナーを設けて、

市民の学びを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３階には、研修室を設け、小・中学校、幼稚

園等の教員が自主的に集い、授業改善のための

意見交換や教材研究などを行う場として活用し

ます。 

なお、３階の会議室、４階の大会議室は、こ

れまでと同様に市民の皆さんにご利用いただく

施設として貸し出しします。 

 

  

【ICT 研修室】 

【教育企画課・学校教育課執務室】 【すこやか子ども課・執務室】 

【交流学習コーナー】 【初期支援教室】 



 

- 45 - 
 

 

指　標　名
R４
目標値

R７
目標値

1 保育所等利用待機児童数(人） 0 0

2 放課後児童クラブの定員(人) 1,757 1807

3 地域子育て支援拠点施設における利用者の満足度 99.0% 99.5%

4 親スキルアップ講座参加者の満足度 94.5% 98.0%

1 「将来の夢や目標を持っている」と答える児童・生徒の割合（小６、中３） 81.0% 84.0%

2 全国規模の学力調査で全国平均を上回る科目の割合（小６、中３） 101.0% 102.5%

3 「運動が好き」と答える児童生徒の割合」(小5.中2） 89.0% 92.0%

4 学校給食における市内産野菜の使用率」（重量ベース） 33.0% 33.0%

1 歴史資料館（歴史文化館・郷土資料館・近藤記念館）の利用者数（人／年） 17,600 18,200

2 家庭学級・少年学級・地区青少年育成団体事業への参加者数（人／年） 1,020 1,080

3 月見の里学遊館(水玉プールを除く）とメロープラザの利用者数（人／年） 144,800 162,400

4 図書館の資料貸出点数(点/年） 527,000 533,000

5 図書館の個人貸出利用者数（人／年） 141,500 146,000

取組２　未来に輝く若者の育成

取組１　みんなで支え合う子育て環境の充実

　袋井市総合計画では、施策の成果を一定の尺度で測り、分析・評価して、次の施策へと活かしていくた
め、指標を設定しています。教育に関する指標は次のとおりです。

第２次袋井市総合計画　政策・取組別指標(令和４年度）

政策１　子どもがすこやかに育つまちを目指します

政策６　　市民がいきいきと活躍するまちを目指します

取組２　教養ゆたかな人づくり



 

日本一健康文化都市宣言 

～人も自然も美しく 活力あふれる 日本一健康文化都市～  

 

 青く輝く海原と緑あふれる大地に包囲抱かれ、先人によって築かれた故郷

フクロイを、私たちは受け継ぎいできました。 

 この恵まれた地域で、心やからだの健康を増進することはもとより、健康

生活を支える自然を守り、地域社会を充実させていくことも、わたしたちみ

んなの願いです。  

 わたしたちは、健康意識を高くもち、一人ひとりが「心の健康」、「から

だの健康」、「まちの健康」を追求し、すべての人びとを幸せにしていきま

す。 

 わたしたち袋井市民は、住んでよかったという喜びを実感できるまちを目

指し、ここに袋井市を日本一健康文化都市にすることを宣言します。 

 

平成22年５月16日 

 

 

 

 

 

核兵器廃絶平和都市宣言 

 

 地球上からすべての核兵器を廃絶し、世界の恒久平和を実現することは、

唯一の被爆国である日本に住むわたしたちの願いである。  

 豊かな自然に恵まれたふるさとを永と久わに守っていくために、わたした

ちには、平和を願うすべての人びとと手を取りあい、核兵器の恐ろしさと平

和の尊さを次の世代へ語り継いでいく使命がある。  

 わたしたちは、未来を担う子どもたちが安心して暮らしていける世界を築

くため、ここに袋井市が核兵器廃絶平和都市であることを宣言する。  

 

平成22年５月16日  

 

 



袋井市歌 ～ここがふるさと～        

                                       作詞／谷山浩子   作曲／大島ミチル  

 

  

  

  

 

  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度  袋井の教育  

  発 行 令和４年４月  

  編 集 袋井市教育委員会  

      〒437-0013 

      静岡県袋井市新屋一丁目 2 番地の 1 

      TEL  0538-86-3111 

      FAX  0538-86-3666 

      E-ma i l  k-kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp  

１．大きくひらけた 大地の上を 

  駆けぬけていく 遠州の風 

  風に吹かれて 私は生きる 

  どんな時にも たくましい心で 

  飾らぬ言葉 まっすぐなまなざし 

  見守る空は どこまでも広い 

  袋井 ここがふるさと 私たちのまち 

  袋井 ここがふるさと ここで生きてゆく 

２．折々の花や 誇らかな果実 

  あふれるほどの 田園の恵み 

  思いのままに 私は歩く 

  どんな場所へも 道は続いている 

  歴史をいだく 北の山から 

  碧くきらめく 南の海まで 

  袋井 ここがふるさと 私たちのまち 

  袋井 ここがふるさと ここで生きてゆく 

３．西へ東へと 行き交う旅人 

  どうぞひととき 足を休めて 

  友と語らう やすらぎににて 

  どんな人にも ここはやさしいから 

  人と自然が 温かく寄り添い 

  豊かな時が ゆっくり流れる 

  袋井 ここがふるさと 私たちのまち 

  袋井 ここがふるさと ここで生きてゆく 

 

袋井 ここがふるさと 私たちのまち 

    袋井 ここがふるさと ここで生きてゆく 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニッコリン  

袋井市は、徳育をとおして  
       人づくりに取り組んでいます  


